
臨
床
研
究
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
九
年
四
月
六
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
何
人
も
、
そ
の
自
由
な
同
意
な
し
に
医
学
的
又
は
科
学
的
実
験
を
受
け
な
い
と
す
る
国
際
人
権
規
約
の
規
定
の
趣
旨
を
尊

重
し
、
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
保
護
に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
本
法
の
対
象
と
な
ら
な
い
手
術
・
手
技
の
臨
床
研
究
等
の

対
象
者
も
含
め
、
そ
の
尊
厳
と
権
利
を
保
護
す
る
た
め
の
対
応
に
つ
い
て
、
本
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
検
討
す
る

こ
と
。
ま
た
、
臨
床
研
究
実
施
基
準
等
に
お
い
て
、
研
究
者
等
に
よ
る
臨
床
研
究
の
対
象
者
の
尊
厳
と
権
利
の
尊
重
を
明
確

に
規
定
す
る
こ
と
。

二
、
臨
床
研
究
実
施
基
準
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｈ
―
Ｇ
Ｃ
Ｐ
や
Ｇ
Ｍ
Ｐ
に
準
拠
す
る
こ
と
に
よ
り
、
臨
床
研
究
の
一

層
の
信
頼
性
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
際
的
な
規
制
と
の
整
合
性
を
確
保
し
、
国
際
的
な
共
同
研
究
・
共
同
治
験
の

一
層
の
推
進
に
向
け
て
取
り
組
む
こ
と
。

三
、
研
究
過
程
の
透
明
性
を
確
保
し
、
研
究
の
進
捗
状
況
の
把
握
や
学
術
的
解
析
を
可
能
に
す
る
た
め
、
臨
床
研
究
実
施
基
準



に
お
い
て
、
臨
床
研
究
の
概
要
、
進
捗
状
況
及
び
結
果
を
公
的
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
す
る
旨
を
規
定
し
、
臨
床
研
究
の

結
果
を
含
む
情
報
の
登
録
・
公
開
要
件
等
の
拡
充
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

四
、
研
究
者
等
の
事
前
準
備
に
遺
漏
や
混
乱
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
、
臨
床
研
究
実
施
基
準
の
案
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け

速
や
か
に
公
表
す
る
こ
と
。

五
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
開
発
を
推
進
す
る
た
め
、
治
験
と
臨
床
研
究
の
制
度
区
分
と
活
用
方
法
を
明
確
化
し
て
、
臨
床

研
究
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
臨
床
研
究
で
得
ら
れ
た
情
報
を
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
承
認
申
請
に
係
る
資
料
と
し
て

利
活
用
で
き
る
仕
組
み
に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討
す
る
こ
と
。

六
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
行
う
審
査
意
見
業
務
の
質
の
確
保
を
図
る
た
め
、
認
定
の
更
新
の
際
に
そ
の
実
績
を
検
証

し
、
結
果
を
認
定
の
更
新
の
判
断
に
反
映
さ
せ
る
仕
組
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

七
、
臨
床
研
究
の
対
象
者
に
健
康
被
害
が
生
じ
た
場
合
の
補
償
及
び
医
療
の
提
供
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
医
薬
品
副
作
用

被
害
救
済
制
度
に
つ
い
て
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
同
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い
臨
床
研
究
に
つ
い
て
、
健
康
被
害

が
生
じ
た
場
合
に
同
制
度
に
準
じ
た
補
償
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

八
、
学
問
の
自
由
に
配
慮
し
つ
つ
臨
床
研
究
の
一
層
の
信
頼
確
保
を
図
る
た
め
、
研
究
資
金
等
の
提
供
に
関
す
る
情
報
等
の
公



表
制
度
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
法
の
公
表
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
情
報
提
供
関
連
費
や
接
遇
費
等
を
公
表
の

対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


